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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外層として熱可塑性長繊維層を中間層の両面に熱圧着した積層不織布であって、表面側
に存在する熱可塑性長繊維の平均扁平率（Ｆ１）と内部側に存在する熱可塑性長繊維の平
均扁平率（Ｆ２）との平均扁平率比（Ｆ１／Ｆ２）が１．２以上であり、中間層に少なく
とも１層以上の熱可塑性極細繊維層を含むことを特徴とする積層不織布。
【請求項２】
　内部側に存在する熱可塑性長繊維の平均扁平率（Ｆ２）が０．１～０．８である請求項
１に記載の積層不織布。
【請求項３】
　熱可塑性長繊維の繊維径が５～３０μｍであり、熱可塑性極細繊維の繊維径が０．５～
１０μｍである請求項１または２に記載の積層不織布。
【請求項４】
　積層不織布の総厚みが１５～３００μｍである請求項１～３のいずれか一項に記載の積
層不織布。
【請求項５】
　積層不織布の総目付量が１０～２５０ｇ／ｍ2である請求項１～４のいずれか一項に記
載の積層不織布。
【請求項６】
　外層表面が全面結合している請求項１～５のいずれか一項に記載の積層不織布。
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【請求項７】
　熱可塑性極細繊維の含有割合が総目付量の５～４０ｗｔ％である請求項１～６のいずれ
か一項に記載の積層不織布。
【請求項８】
　単位目付あたりの機械方向の引張強力が１．００（Ｎ／１．５ｃｍ）／（ｇ／ｍ2）以
上であり、かつ単位目付あたりの機械方向の引裂強力が０．０４Ｎ／（ｇ／ｍ2）以上で
ある請求項１～７のいずれか一項に記載の積層不織布。
【請求項９】
　熱可塑性長繊維を構成する樹脂成分の存在状態が鞘芯構造以外の構造からなる請求項１
～８のいずれか一項に記載の積層不織布。
【請求項１０】
　熱可塑性長繊維と熱可塑性極細繊維が単一成分からなる請求項１～９のいずれか一項に
記載の積層不織布。
【請求項１１】
　熱可塑性長繊維と熱可塑性極細繊維がポリエステル系樹脂またはポリアミド系樹脂から
なる請求項１～１０のいずれか一項に記載の積層不織布。
【請求項１２】
　熱可塑性極細繊維層の両面に熱可塑性長繊維層を積層した後、フラット剛体熱ロールと
ショア硬度Ｄが６０～９５の非加熱弾性ロールとの間で、面圧が３０～２００ｋｇ／ｃｍ
2、剛体熱ロールの温度が熱可塑性長繊維を構成する樹脂の融点より５℃以上低い温度で
、片面ずつ２段階に分けて加圧熱圧着し、該２段の加圧熱圧着工程の間に急冷する工程を
含むことを特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載の積層不織布の製造方法。
【請求項１３】
　請求項１～１１のいずれか一項に記載の積層不織布からなる複合膜支持体。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の複合膜支持体上に、多孔質層と分離機能を有する緻密層（スキン層
）を形成してなる複合膜。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は高引張強力と高引裂強力を有し、かつ耐毛羽性に優れる積層不織布、及びその
製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　長繊維不織布において、一般的に高い引張強力を得ようと思えば、接着点が多くなるた
めに引裂強力は低下する傾向があり、両方の効果を同時に得ることは難しい。
　特許文献１には、耐毛羽性に優れ、高い引張強力を有し、かつ高い引裂強力を有する不
織布が記載されている。その不織布は、鞘芯構造を有する多成分繊維からなる熱可塑性長
繊維を用いた、熱可塑性長繊維層／熱可塑性極細繊維層／熱可塑性長繊維層の三層構造不
織布である。鞘芯構造である繊維の外側の低融点成分が低温度で繊維同士を接着し、内部
の高融点成分は接着には関与しないことで、高い引張強力と高い引裂強力を実現している
。しかし、多成分であるために耐熱温度が高くないこと、そして低融点成分が融着するた
め、低融点成分の含有が必要であること、また、局所的に繊維の樹脂化が発生することな
どの問題が生じやすく、用途分野が制限されるものであった。
【０００３】
　特許文献２には表面の毛羽立ちを抑えるために熱可塑性長繊維を用いることが提案され
ているが、充分な毛羽の抑え効果と引張強度を得るためには複数成分からなる複合熱可塑
性長繊維を用いることが提案されている。しかし、多成分繊維を使用した場合では前述し
たように、低融点成分が溶融しやすいため耐熱性の問題や、局所的な樹脂化が発生するな
どの問題が生じやすい。また、単一成分からなる熱可塑性長繊維を用いた不織布に関して
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は熱可塑性長繊維不織布を張り合わせて使用する方法が提案されているが、この方法では
容易に層間剥離が発生し、高い引張強力を発現させることは難しく、また、強固に圧着を
行えば、剥離は押えられるが、局所的な樹脂化が発生しやすくなるため、高い引裂強力を
得る事が難しくなる。また弾性ロールを用いたカレンダー加工についても開示されている
が、この手法を用いた場合、通常表裏面にそれぞれ加熱ロールが接触するように２段階の
熱圧着が施されるが、単一成分の場合、２段目のカレンダーによる接着効果が充分に得ら
れず、毛羽止めと、高い引張、引裂強力を同時に発現させることは難しいという問題があ
った。これは１段目のカレンダー加工により不織布の結晶化が進行しているためであると
推定される。
【０００４】
　特許文献３には、熱可塑性長繊維を用いて調製された単一成分で高い引張強力を有する
、熱可塑性長繊維層／熱可塑性極細繊維層／熱可塑性長繊維層の三層構造不織布について
記載されている。その不織布は、中間層の極細繊維が下層の熱可塑性長繊維の隙間に入り
込むことで、引張強力に優れ、良好なフィルター性およびバリア性を示し、そして金属ロ
ールと金属ロールの組み合わせを用いたフラットカレンダー加工をすることでその引張強
力はさらに向上することが示されている。しかし、スパンボンド法により作製した不織布
では、目付けのばらつきが部分的に生じやすく、全体の均一性が低くなり、毛羽止めと高
引裂強力を両立する条件範囲は狭く、また局所的な樹脂化が発生しやすいという問題があ
った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】ＷＯ２００５／０５９２１９号パンフレット
【特許文献２】ＷＯ２００９／０１７０８６号パンフレット
【特許文献３】ＷＯ２００６／０６８１００号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、高い引張強力と高い引裂強力を有し、耐毛羽性に優れる積層不織布と
、その製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者らは上記問題について鋭意検討した結果、中間層の両面に外層として熱可塑性
長繊維層が接着しており、表面側に存在する熱可塑性長繊維は扁平率が大きく、一方、内
部側に存在する熱可塑性長繊維は扁平率が小さく、丸形状に留まっている、特異な断面構
造を有する積層不織布が高い引張強力と高い引裂強力を実現することを見出し、本発明に
至った。また、中間層に少なくとも１層以上の熱可塑性極細繊維層を含む場合に、特に高
い引張強力と特に高い引裂強力が達成されることを見出した。
【０００８】
　即ち、本発明は下記の通りである。
　（１）外層として熱可塑性長繊維層を中間層の両面に熱圧着した積層不織布であって、
表面側に存在する熱可塑性長繊維の平均扁平率（Ｆ１）と内部側に存在する熱可塑性長繊
維の平均扁平率（Ｆ２）との平均扁平率比（Ｆ１／Ｆ２）が１．２以上であることを特徴
とする積層不織布。
　（２）中間層に少なくとも１層以上の熱可塑性極細繊維層を含む上記（１）に記載の積
層不織布。
　（３）内部側に存在する熱可塑性長繊維の平均扁平率（Ｆ２）が０．１～０．８である
上記（１）または（２）に記載の積層不織布。
　（４）熱可塑性長繊維の繊維径が５～３０μｍであり、熱可塑性極細繊維の繊維径が０
．５～１０μｍである上記（２）または（３）に記載の積層不織布。



(4) JP 5688012 B2 2015.3.25

10

20

30

40

50

　（５）積層不織布の総厚みが１５～３００μｍである上記（１）～（４）のいずれかに
記載の積層不織布。
　（６）積層不織布の総目付量が１０～２５０ｇ／ｍ2である上記（１）～（５）のいず
れかに記載の積層不織布。
　（７）外層表面が全面結合している上記（１）～（６）のいずれかに記載の積層不織布
。
　（８）熱可塑性極細繊維の含有割合が総目付量の５～４０ｗｔ％である上記（２）～（
７）のいずれかに記載の積層不織布。
　（９）単位目付あたりの機械方向の引張強力が１．００（Ｎ／１．５ｃｍ）／（ｇ／ｍ
2）以上であり、かつ単位目付あたりの機械方向の引裂強力が０．０４Ｎ／（ｇ／ｍ2）以
上である上記（１）～（８）のいずれかに記載の積層不織布。
　（１０）熱可塑性長繊維を構成する樹脂成分の存在状態が鞘芯構造以外の構造からなる
上記（１）～（９）のいずれかに記載の積層不織布。
　（１１）熱可塑性長繊維と熱可塑性極細繊維が単一成分からなる上記（２）～（１０）
のいずれかに記載の積層不織布。
　（１２）熱可塑性長繊維と熱可塑性極細繊維がポリエステル系樹脂またはポリアミド系
樹脂からなる上記（２）～（１１）のいずれかに記載の積層不織布。
　（１３）熱可塑性極細繊維層の両面に熱可塑性極細繊維層を積層させた後、フラット剛
体熱ロールとショア硬度Ｄが６０～９５の非加熱弾性ロールとの間で、面圧が３０～２０
０ｋｇ／ｃｍ、剛体熱ロールの温度が熱可塑性長繊維を構成する樹脂の融点より５℃以上
低い温度で、片面ずつ２段階に分けて加圧熱圧着し、該２段の加圧熱圧着工程の間に急冷
する工程を含むことを特徴とする上記（２）～（１２）のいずれかに記載の積層不織布の
製造方法。
　（１４）上記（１）～（１２）のいずれかに記載の積層不織布からなる複合膜支持体。
　（１５）上記（１４）に記載の複合膜支持体上に、多孔質層と分離機能を有する緻密層
（スキン層）を形成してなる複合膜。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明の積層不織布は、高い引張強力のみならず、高い引裂強力を有し、また耐毛羽性
に優れ、均一な通気性および通液性を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の積層不織布の断面の一例を模式的に示す図である。
【図２】本発明の実施例および比較例に関して、その平均扁平率比と引裂強力の関係をグ
ラフ化したものである。
【図３】本発明の実施例および比較例に関して、その平均扁平率比と引張強力の関係をグ
ラフ化したものである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、中間層に熱可塑性極細繊維層を用いた場合を例にとり、本発明を詳細に説明する
。しかし、中間層は熱可塑性極細繊維層に限定されるものではなく、例えば、粉末、不織
布、のり、バインダー、樹脂、エマルジョン等の形状を有する接着性材料を用いることも
できる。
　本発明の積層不織布の構造的特徴は、以下の通りである。
　（１）積層不織布の表面側の熱可塑性長繊維同士のみを十分に変形圧着して大きな扁平
を施し、積層不織布の内部側に存在する熱可塑性長繊維同士は、弱い圧着で、小さな扁平
となるよう不織布断面の構造を制御すること。
　（２）中間層として存在する熱可塑性極細繊維層が上下の熱可塑性長繊維層を接着する
ことで、全体として不織布が一体化していること。
　これらの構造的特徴は、図１に示した通りである。
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　このように不織布断面の構造を制御することで、表面の熱可塑性長繊維が高い引張強力
を発揮し、内部の熱可塑性長繊維が高い引裂強力を発揮する。
【００１２】
　本発明で言う熱可塑性長繊維とは、溶融した熱可塑性樹脂を通常は円形の毛細管状紡口
から押し出すことによって溶融紡糸され、連続的に製造された、スパンボンド紡糸法など
による繊維を意味している。また、このスパンボンド紡糸法による繊維の径は接着性の観
点から３０μｍ以下が好ましく、より好ましくは５～２０μｍである。また、この熱可塑
性長繊維からなる不織布の目付は５～２４０ｇ／ｍ2がよく、好ましくは１０～１４５ｇ
／ｍ2であり、より好ましくは、１０～１２５ｇ／ｍ2である。また、熱可塑性極細繊維と
は一般的にはメルトブロウン繊維として知られており、熱可塑性樹脂を複数の毛細管状紡
口から高速ガス中に押し出すことで溶融紡糸される繊維であり、高速ガス中に押し出され
ることで樹脂は細分化される。本発明においても、オンライン上で外層を構成する不織布
上に積層させることができるという観点から、メルトブロウン法で紡糸されることが好ま
しい。本発明に用いられる熱可塑性極細繊維の直径は０．５～１０μｍが好ましく、より
好ましくは１～３μｍである。また、熱可塑性極細繊維からなる不織布の目付は０．５～
１００ｇ／ｍ2がよく、好ましくは１～６０ｇ／ｍ2であり、１～５０ｇ／ｍ2がより好ま
しい。
【００１３】
　本発明の積層不織布の断面の模式図例を図１に示す。この模式図は熱可塑性長繊維層／
熱可塑性極細繊維層／熱可塑性長繊維層の三層構造のものである。
　図１中、５は熱可塑性長繊維（３）からなる外層であり、６は熱可塑性極細繊維（４）
からなる中間層である。本発明において、積層不織布の表面側に存在する熱可塑性長繊維
とは、図１に示すように、積層不織布の断面において厚み方向に４等分したうち表面側の
繊維群１のことを意味し、一方、積層不織布の内部側に存在する熱可塑性長繊維とは、４
等分したうちの内側の繊維群２を意味する。
【００１４】
　また、ここでいう平均扁平率比とは以下に示す要領にて測定した表面側の熱可塑性長繊
維の平均扁平率Ｆ１を内部側の熱可塑性長繊維の平均扁平率Ｆ２で除した値（Ｆ１／Ｆ２
）とする。後述する実施例に記載した方法に従って、積層不織布の断面を電子顕微鏡で撮
影し、それぞれの繊維１本１本の断面において一番長い直径部分を長軸ａとし、長軸ａと
は垂直な方向で一番長い直径を短軸ｂとする。続いて、それぞれの繊維断面を、長軸をａ
、短軸をｂとする楕円形と仮定して、以下の式にて計算された値を扁平率ｆとした。
【数１】

　表面側および内部側の熱可塑性長繊維について、それぞれ繊維５０本分の断面について
扁平率ｆを測定し、その平均値をそれぞれ表面側および内部側の熱可塑性長繊維の平均扁
平率Ｆとした。
【００１５】
　本発明では表面および内部の熱可塑性長繊維の平均扁平率比を製造手法により意図的に
変えることで高引張強力および高引裂強力を有する積層不織布を製造した。すなわち、本
発明の積層不織布は表面側の熱可塑性長繊維が内部側の熱可塑性長繊維に比べ、平均扁平
率比で１．２０以上に変形し、熱圧着された構造を有する。
　本発明において、平均扁平率比（Ｆ１／Ｆ２）は１．２０以上が必要であり、好ましく
は１．２５～２．５０の範囲であり、特に好ましくは１．３０～２．００の範囲である。
平均扁平率比（Ｆ１／Ｆ２）が１．２０未満では後述するように高引張強力と高引裂強力
の両立ができない。また、２．５０以下の場合、表面側の熱可塑性長繊維の樹脂化が起こ
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り難く、引張強力が高くなるため好ましい。
　また、この際の内部側の熱可塑性長繊維の平均扁平率は０．１以上であることが層間剥
離の発生や、引張強力の低下が少なく好ましい。より好ましくは０．２以上である。また
、０．８以下であることは繊維の樹脂化が少なく、高い引裂強力が得られ好ましい。より
好ましくは０．７以下である。
【００１６】
　本発明において、平均扁平率比（Ｆ１／Ｆ２）と引裂強力の関係を図２に示した。図２
に示す通り、平均扁平率比が大きくなるに伴い、機械方向の引裂強力が向上する関係にあ
る。
　本発明者は、機械方向の引裂強力が向上する要因としては、内部側に存在する熱可塑性
長繊維は変形が少なく、強度低下が少なく、さらに、変形による繊維同士の接着面積が表
面側と比較して少なく、繊維自体の自由度が高く、動きやすいことに起因していると判断
している。即ち、引裂き時に、繊維がずれて、応力を緩和するものと判断している。
　図３に、平均扁平率比（Ｆ１／Ｆ２）と引張強力の関係を示したが、平均扁平率比を高
くしても、引張強力はほぼ一定であり、本発明では、引張強力を損なうことなく、引裂強
力が向上することができるといえる。
【００１７】
　本発明の積層不織布は図１に示す通り、表面側と内部側で熱可塑性長繊維３の平均扁平
率Ｆを意図的に変化させた。このような特徴的な構造を構築するためには、後に述べる製
造工程において特定の弾性ロールを使用し、特定の面圧で片側ずつ２段階に熱圧着するこ
とが好ましい。また片側ずつ２段階で行う工程間に、不織布を急冷・冷却する工程が存在
することが好ましい。急冷・冷却することで、内部側の熱可塑性長繊維が１段目で得た熱
を除き、繊維の結晶化の進行を止めることができる。これにより２段目での加熱ロール側
の表面熱可塑性長繊維が効果的に変形、接着しやすくなり、前述した不織布構造を得るこ
とが容易になる。
【００１８】
　一方で中間層の熱可塑性極細繊維層は表面積が大きいため接着しやすいと考えられる。
これにより内部側の熱可塑性長繊維が熱可塑性極細繊維を介して接着される。これらの結
果から、表面側の熱可塑性長繊維同士の接着により高い引張強力が得られ、内部側の熱可
塑性長繊維は長繊維同士が接着している訳ではないため、この内部側の熱可塑性長繊維に
より高い引裂強力が得られていると考えられる。平均扁平率比（Ｆ１／Ｆ２）が１．２０
未満では内部まで充分に圧着変形されているか、または圧着が全くされていない状態であ
るため、高引張強力と高引裂強力の両立ができない。
【００１９】
　また、この構造では表面側の熱可塑性長繊維群１と内部側の熱可塑性長繊維群２の間に
空隙が存在する部分が多いことも特徴の一つである。これは不織布の幅方向に対して内部
側の熱可塑性長繊維群と表面側の熱可塑性長繊維群は接着していないためである。しかし
、層間剥離は起こらない。それは内部側の熱可塑性長繊維が機械方向においてある部分で
は表面側の熱可塑性長繊維となり接着しているからである。
　本発明においては単位目付あたりの機械方向の引張強力が１．００（Ｎ／１．５ｃｍ）
／（ｇ／ｍ2）以上、かつ単位目付あたりの機械方向の引裂強力が０．０４Ｎ／（ｇ／ｍ2

）以上という高い強力を有している。より好ましくは、単位目付あたりの機械方向の引張
強力が１．０５（Ｎ／１．５ｃｍ）／（ｇ／ｍ2）以上、かつ単位目付あたりの機械方向
の引裂強力が０．０４Ｎ／（ｇ／ｍ2）以上であることが好ましい。また、それぞれの上
限は高ければ高い方が好ましいが、現実的に可能な範囲としては、それぞれ機械方向の引
張強力が１０．０（Ｎ／１．５ｃｍ）／（ｇ／ｍ2）程度以下、機械方向の引裂強力が５
．０Ｎ／（ｇ／ｍ2）程度以下である。
【００２０】
　本発明で言う全面結合とは、例えばフラットカレンダーロールにて処理することにより
、表面側の熱可塑性長繊維が実質的に全面にわたって熱圧着により互いに接着結合してい
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る状態を言う。全面結合させることにより、外層表面の熱可塑性長繊維の毛羽立ちが少な
く、耐毛羽性の高い積層不織布となる。
【００２１】
　本発明で使用する繊維を構成する樹脂は多成分であってもよいが、単一成分であること
が好ましい。これは、単一成分樹脂の場合、低融点成分による局所的な不織布の樹脂化の
発生がなく、上記の構造が得られやすいため、効果的に高い引張および高い引裂強力の両
立が図れる。なお、ここでいう単一成分とは分子構造が同じものをいい、溶融粘度および
還元粘度や分子量分布は問わない。
【００２２】
　熱可塑性極細繊維には本発明の効果を阻害しない範囲で、接着性材料を合わせて使用し
てもよい。使用するにあたり接着性材料の形状としては、粉末、不織布、のり、バインダ
ー、樹脂、エマルジョンなどが例示されるが、粉末、または不織布であることが好ましい
。かかる粉末状接着物質を構成する素材は熱接着可能な物質であり、例えば、ポリエステ
ル、エチレン酢酸ビニル共重合体ケン化物、エチレンビニルアルコール共重合樹脂、ポリ
オレフィン、ナイロン、アクリルなどが挙げられる。なお、ここでいう粉末とは、細かい
粉状の固体を意味するが、固体が粒子になって多数集合している状態である粉体も含むも
のとする。また、接着した時の強度が強く、適度な通気性を兼ね備えるという点で不織布
も好ましい。該不織布の素材としては、ポリエステル、ポリプロピレン、ポリエチレン、
ナイロン、アクリルなどが挙げられるが、その中でも特に耐水性、耐薬品性があり、より
低融点を持つポリエステルやポリプロピレンであることが好ましい。
【００２３】
　また、本発明の積層不織布は、例えば捕集用ネット上に第一不織布層を堆積させ、続い
て第二層と順次堆積させることで、オンラインで積層構造を形成してもよいし、それぞれ
の繊維層を個々に形成し、積層後、結合させることで積層構造としてもよい。中でもオン
ラインで形成することは引張強力が高くなる点で好ましい。また、積層構造としては、長
繊維層／極細繊維層／長繊維層の三層構造が上下層との接着性が高く好ましい。また、積
層させた不織布は後述する本発明におけるカレンダー処理をオンラインで行うことも可能
であるが、積層させた不織布を金属熱ロールで仮接合後、別工程としてカレンダー加工を
施すことが好ましく用いられる。
【００２４】
　本発明の積層不織布の総目付量は１０～２５０ｇ／ｍ2がよい。１０ｇ／ｍ2以上ではカ
レンダー加工時に不織布が熱の履歴を受けにくく、表面の毛羽止めがし易くなるため好ま
しい。また２５０ｇ／ｍ2以下であれば、内部にまで熱が伝わるため、層間剥離を発生さ
せにくくなるため好ましい。特に、毛羽止めと層間剥離を起こさないことを同時に達成し
やすいという観点から２０～１５０ｇ／ｍ2が好ましく、さらに好ましくは２０～１３０
ｇ／ｍ2である。また、同様の理由から、積層不織布の総厚みは１５～３００μｍがよい
。１５μｍ以上ではカレンダー加工時に不織布が熱の影響を受けにくく、表面の毛羽止め
がし易い、また前述した不織布の断面構造を構成し易い。また、３００μｍ以下であれば
内部にまで熱が伝わるため、層間剥離を発生させにくくなるため好ましい。特に、毛羽止
めと層間剥離を発生させないことを同時に達成しやすいという観点から２５～２００μｍ
が好ましく、さらに好ましくは２５～１７０μｍである。
【００２５】
　さらに、積層させたウェブの総目付量のうち熱可塑性極細繊維層の割合は５ｗｔ％～４
０ｗｔ％がよい。５ｗｔ％以上では上下層との接着性が高くなり、層間剥離が発生しにく
くなる。また４０ｗｔ％以下であれば極細繊維が上下の長繊維層より染み出し難いため、
製造上、ロールへの汚れが酷くなりにくいので、好ましい。
【００２６】
　本発明の効果を得るためには不織布断面の構造を制御することが重要であり、用いる熱
可塑性長繊維の構造やその樹脂には因らない。しかし、局所的な樹脂化を抑制できるとい
う観点から、熱可塑性長繊維を構成する樹脂成分の存在状態は鞘芯構造以外の構造となる
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ことが好ましい。また、耐熱性などの観点から、用いる熱可塑性樹脂はポリエステル系樹
脂やポリアミド系樹脂が好ましい。ポリエステル系樹脂としてはポリエチレンテレフタラ
ート、ポリブチレンテレフタラートおよびポリトリメチレンテレフタラートなどが挙げら
れる。中でもポリエチレンテレフタラート樹脂は寸法安定性も高いことから、材質として
優れている。ポリアミド系樹脂としてはナイロン６、ナイロン６６、ナイロン６１０およ
びナイロン６１２などが挙げられる。
【００２７】
　本発明の積層不織布は、特に限定されるものではないが水処理やガス分離に用いられる
複合膜支持体として好ましく用いられる。本発明の支持体を用いた複合膜を製造する方法
としては特に限定されず、従来公知の方法を用いることができる。例えば、まずその支持
体表面層上にポリマーを溶媒に溶かした製膜溶液を流延し、水の如き非溶媒で凝固した後
、脱溶媒・洗浄する、いわゆる非溶媒相分離法によって多孔質層を形成させ、次いでこの
多孔質層上に分離機能を有する緻密層（スキン層）をコーティング法や界面重合法などに
より形成させることにより逆浸透膜やナノフィルトレーション膜などの複合膜が製造され
る。
【００２８】
　本発明に用いられる多孔質層の素材としては特に限定されないが、ポリスルホン、ポリ
エーテルスルホン、ポリフェニルスルホン、ポリフッ化ビニリデン、ポリイミド、ポリア
クリロニトリル、エチレン・ビニルアルコール共重合体、セルロースアセテートなどが挙
げられるが、機械的強度、耐薬品性及び耐熱性に優れたポリスルホンまたはポリエーテル
スルホンが特に好適に用いられる。
【００２９】
　本発明の複合膜支持体と該支持体上に形成された多孔質層とが一体となった膜、例えば
限外濾過膜としての特性は、分画分子量（Cut-off molecular weight )が１万～２０万ダ
ルトン、好ましくは２万～１０万ダルトンであり、透過水量が０．１ＭＰａ下で１～１５
ｍ3／ｍ2・日、好ましくは３～１０ｍ3／ｍ2・日である。なお、分画分子量及び透過水量
は、JIS K 3802（膜用語）に定義された膜特性を表す用語である。
　また、緻密層（スキン層）も特に限定されず、従来公知の緻密層（スキン層）を何ら制
限なく用いることができる。例えば、前述のとおり界面重合法によって形成させることが
できる。特に、緻密層（スキン層）は多官能酸ハロゲン化物と多官能アミンとの縮重合な
どによって得られる架橋ポリアミドなどが好適に用いられ、典型的にはメタフェニレンジ
アミンとトリメシン酸クロライドから成る架橋ポリアミドが特に好ましく用いられ、例え
ば特開平８－２２４４５２号公報や特開平９－２５３４５５号公報に開示されている方法
によりポリアミド複合逆浸透膜を製造することができる。
【００３０】
　本発明で供される積層不織布は以下の方法にて好ましく製造される。
　すなわち積層させた不織布はショア硬度Ｄが６０～９５の非加熱弾性ロールとフラット
剛体熱ロールの組み合わせを用いた熱圧着を行う。これはショア硬度Ｄが６０以上の弾性
ロールでは耐圧性能が高いため不織布表面の毛羽立ちを少なくすることができ、また、表
面側の熱可塑性長繊維を変形、融着させる効果が高い。一方、ショア硬度Ｄが９５より大
きい弾性ロールは存在しないためである。この硬度範囲に合う非加熱弾性ロールは例えば
、コットンペーパーロール、ポリアミドペーパーロールなどがあるが、製造には異物混入
によるロールの変形に強いポリアミドペーパーロールを用いる方が好ましい。フラット剛
体熱ロールとしては金属熱ロールが好ましい。
【００３１】
　これらのフラットロールの組み合わせにて面圧が３０～２００ｋｇ／ｃｍ2、より好ま
しくは５０～１４０ｋｇ／ｃｍ2で不織布を片面ずつ２回に分けて加圧熱圧着する。面圧
が３０ｋｇ／ｃｍ2以上では不織布表面の毛羽立ちを少なくできるため好ましく、また２
００ｋｇ／ｃｍ2以下では不織布の樹脂化を抑制することができるため好ましい。
　また、ロール温度は樹脂の融点より５℃以上低い温度が好ましい。これより低い温度で
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あれば不織布の樹脂化やロールへの巻き取られなどを効果的に抑制することができる。
　２回に分けて加圧熱圧着する際に、その工程間にはカレンダー直後に不織布を急冷・冷
却する工程があることが好ましい。通常片面ずつ別々の工程で熱圧着をする場合、中心部
の接着力を高めるために加熱ロールを高温にすれば、繊維の溶融、樹脂化が発生しやすく
、これを防ぐために低温で熱圧着を行えば層間の接着が弱くなりやすく、充分な強力が得
られにくい。しかし、１段目の熱圧着直後に不織布が得た熱を急冷、除去し、次いで２段
目を同様に熱圧着することで熱圧着が極めて効果的に施され、表裏面共に高い接着性を得
ることができ、結果として前述した不織布構造が得やすくなる。これは１段目のカレンダ
ーの熱履歴による中間熱可塑性極細繊維層と非加熱である弾性ロール側の熱可塑性長繊維
層の結晶化が抑制されるためだと考えられる。
【実施例】
【００３２】
　以下に本発明の実施例を説明するが、本発明はこれらの実施例のみに限られるものでは
ない。実施例および比較例等において言及する物性値は以下に記述する測定法によるもの
である。本実施例では、両端部１０ｃｍを除いた１ｍ幅で作製した試験片に対して物性測
定を実施した。
【００３３】
　（１）総目付量［ｇ／ｍ2］の測定
　ＪＩＳ－Ｌ－１９０６に規定の方法に従い、縦２０ｃｍ×横２５ｃｍの試験片を試料幅
１ｍあたり３箇所採取して質量を測定し、その平均値を単位面積当たりの質量に換算して
（少数第一位を四捨五入）求める。
【００３４】
　（２）扁平率の測定
　扁平率測定を行うための、積層不織布断面写真の撮影を次の要領で行った。
　幅方向に等間隔に５ヶ所から選択した試験片をシクロヘキサンに含浸させた。その後、
液体窒素にて凍結させ、直ちに布の機械方向に対して垂直な方向に試験片を切断し、その
繊維断面を観察試料とした。観察は走査型電子顕微鏡を用い、加速電圧３．０ｋＶにて１
０００倍の倍率で撮影した。画像において、断面を２本の平行な直線ではさんだ。２本の
平行線はそれぞれ断面における表面側の最も突出した部分に接するように引いた。この２
本の平行線に対し、厚さ方向に４等分し、図１に示すようにそれぞれを表面側と内部側と
した。画像について観察される表面側および内部側それぞれの部分の繊維５０本の扁平率
の測定を行い、得られた表面側および内部側の扁平率から５０本分の平均値を求め（小数
第３位を四捨五入）、平均扁平率Ｆ１およびＦ２とした。得られたそれぞれの平均扁平率
Ｆ１およびＦ２から、平均扁平率比Ｆ１／Ｆ２を算出した（小数第３位を四捨五入）。
【００３５】
　（３）繊維直径［μｍ］の測定
　積層不織布試料の両端部１０ｃｍを除いて、幅２０ｃｍ毎の区域からそれぞれ１ｃｍ角
の試験片を切り取って測定用サンプルとした。各試験片について、マイクロスコープで繊
維の直径を倍率１０００倍にて各５０点ずつ測定し、その平均値（小数第１位四捨五入）
を繊維直径とした。本実施例においては幅方向で５点の試験片を採取、計２５０本の繊維
径を測定し、繊維直径とした。
　使用装置：キーエンス製ＶＴ－８０００
【００３６】
　（４）引張強力［（Ｎ／１．５ｃｍ）／（ｇ／ｍ2）］の測定
　積層不織布試料の両端部１０ｃｍを除き、幅２０ｃｍあたり、３ｃｍ×２０ｃｍの試験
片を機械方向および幅方向の各１枚採取する。それぞれの試験片に破断するまで荷重を加
え、試験片の最大荷重時の強さの平均値を機械方向と幅方向で求めた。これを１．５ｃｍ
幅あたりに換算し、総目付量（ｇ／ｍ2）で割ることで単位目付あたりの引張強力［（Ｎ
／１．５ｃｍ）／（ｇ／ｍ2）］を算出した（少数第三位を四捨五入）。本実施例におい
ては、機械方向、幅方向それぞれについて５点の試験片を採取、測定し、その平均値を算
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出した。
【００３７】
　（５）引裂強力［Ｎ／（ｇ／ｍ2）］の測定
　ＪＩＳ　Ｌ１０８５　５・５Ｃ法（ペンジュラム法）に準じて、積層不織布試料の両端
部１０ｃｍを除いて不織布の幅２０ｃｍ当たり、６５ｍｍ×１００ｍｍの大きさの試験片
を機械方向、幅方向の各１枚採取する。エレメンドルフ型引裂試験機を用いて測定し、測
定値の平均値を算出し、総目付量（ｇ／ｍ2）で割ることで単位目付あたりの引裂強度［
Ｎ／（ｇ／ｍ2）］を算出した（少数第三位を四捨五入）。なお、機械方向の測定データ
とは不織布を機械方向に引裂いた値を示す。本実施例では機械方向、幅方向それぞれ５点
の試験片を採取、測定し、その平均値を算出した。
【００３８】
　（６）通気抵抗［ｋＰａ・ｓ／ｍ］の測定
　積層不織布試料の両端部１０ｃｍを除いて全幅方向に５ｃｍ間隔で、機械方向に３ヶ所
通気抵抗を測定し、測定値の平均値およびその標準偏差を算出した。本実施例では幅方向
で２０点、機械方向に３枚分の試験片を採取し、計６０点分の通気抵抗を測定した。
　測定装置：カトーテック製　ＫＥＳ－Ｆ８－ＡＰ１　通気性試験機
　測定条件：　　　ピストン速度：２．０ｃｍ／ｓ
　　　　　　　　　積分方法　　：Ｓｔａｎｄａｒｄ
　　　　　　　　　感度　　　　：Ｌ（２００Ｐａ／Ｖ）
　　　　　　　　　通気穴面積　：２π（ｃｍ2）
【００３９】
　（７）不織布の毛羽等級（耐毛羽性）の測定
　ＪＩＳ　Ｌ　０８４９の摩擦堅牢度試験に準じて、下記の測定法を案出して用いた。
　積層不織布試料の両端部１０ｃｍを除いて、布幅２０ｃｍあたり機械方向に長さ３００
ｍｍ、幅２５ｍｍの試験片を採取した。日本学術振興会堅牢度試験機を用いて、摩擦子の
荷重を２００ｇとし、摩擦子側にも、摩擦子との間に綿布を挟んだ上で採取した試験片を
取り付けて、積層不織布の表面同士を機械方向に２００回動作（往復）させて擦り、各々
の試験片の被摩擦面を以下の基準で耐毛羽性を等級づけ、等級値の平均値（小数第２位で
四捨五入）を求めて、不織布の毛羽等級とした。本実施例においては幅方向に５点の試験
片を採取し測定、その平均値を毛羽等級とした。
【００４０】
　１級：試験片が破損するほど繊維が剥ぎ取られる。
　２級：試験片が薄くなるほど甚だしく繊維が剥ぎ取られている。
　２．５級：毛玉が大きくはっきり見られ、複数個所で繊維が浮き上がり始める。
　３級：小さな毛玉が見られる。
　３．５級：毛玉はできないが、毛羽立ちが見られる。
　４級：毛羽立ちがない。
【００４１】
　（８）厚み（μｍ）の測定
　ＪＩＳ－Ｌ－１９０６に規定の方法に従い、接圧荷重１００ｇ／ｃｍ2にて幅方向に等
間隔に１０箇所測定し、その平均値を厚みとした。厚み計はＰＥＡＣＯＣＫ製Ｎｏ．２０
７を用いた。最小目盛りが０．０１ｍｍであるため、少数第３位まで読み取り平均した後
、有効数字を２桁としてμｍ表記とした。本実施例では幅方向１０ｃｍ毎に計１０箇所測
定し、その平均値を厚みとした。
【００４２】
　［実施例１～６および比較例１～３］
　外層として、汎用的なＰＥＴを用い、スパンボンド法により、紡糸温度３１０℃および
紡糸速度４５００ｍ／分でフィラメント群を移動する捕集ネット面に向けて押し出し、コ
ロナ帯電で１．５ｍＡ程度に帯電させて十分に開繊させ、熱可塑性長繊維ウェブを捕集ネ
ット上に作製した。なお、繊維径の調整は吐出量を変えることで、また目付けの調整は捕
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集ネットの移動速度を変えることで行った。
【００４３】
　次いで、中間層として、ＰＥＴ（還元粘度０．４９ηｓｐ／ｃ）を、紡糸温度３００℃
、加熱空気１６００Ｎｍ3／ｈｒの条件下でメルトブロウン法により紡糸し、上記熱可塑
性長繊維ウェブ上に吹き付けた。この際、メルトブロウンノズルから熱可塑性長繊維ウェ
ブまでの距離を１００ｍｍとしメルトブロウンノズル直下の捕集面における吸引風速を１
４．５ｍ／ｓに設定した。繊維径の調整は吐出量を変えることにより行った。
【００４４】
　さらに上記で得た積層ウェブ上に最初の熱可塑性長繊維ウェブと同様の方法で所定の繊
維径および繊維量になるように熱可塑性長繊維ウェブを積層して、上層：熱可塑性長繊維
層（ＳＢ）／中間層：メルトブロウン繊維層（ＭＢ）／下層：熱可塑性長繊維層（ＳＢ）
からなる積層不織布を得た。得られた積層不織布の各層の繊維径および繊維量等を表１に
示す。
【００４５】
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【表１】

【００４６】
　次いで、得られた積層不織布をフラット剛体熱ロール間にて線圧３０ｋｇ／ｃｍ、ロー
ル温度１８０℃の条件で仮圧着した。続いてフラット剛体熱ロールと非加熱弾性ロールを
用いたカレンダー工程にて、表２に示す条件にて、上記で作製した積層不織布のカレンダ
ー加工を片面ずつ２段階で行った。この際、１段目のカレンダー加工後に即時、水冷ロー
ルにて不織布を急冷し、続いて２段階目のカレンダー加工を実施した。
【００４７】
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【００４８】
　各実施例および比較例で得られた積層不織布の物性測定結果を表３に示す。また、それ
ぞれの引裂強力および引張強力と平均扁平率比の関係を図２および図３に示す。本実施例
においては、目付あたりの引裂強力および引張強力が高く、また耐毛羽性も高い事が確認
できる。
【００４９】
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【表３】

　なお、比較例１においては不織布断面を観察する際に、繊維が押し潰され過ぎ、繊維直
径が測定できない部分が存在した。そのため、表３における比較例１の平均扁平率比は断
面写真において繊維形状が確認できた部分だけを測定した参考値である。
【００５０】
　比較例１においては耐毛羽性が悪く、毛羽たちが多数あることが確認できる。また、断
面観察では、前述した通り、熱量と圧力がかかりすぎたためにフィルム化している部分と
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、与える熱量と圧力が小さく、毛羽立っている部分が観察された。スパンボンド法を用い
た不織布の製造方法では、不織布の幅方向に目付けのばらつきが存在するが、不織布にこ
のような目付けのばらつきが存在すると、金属ロール同士の組み合わせを用いて均一な圧
着を行うことは非常に困難であることがわかる。また、比較例１では樹脂化が発生してい
る部分があり、引裂強力も低いことがわかる。
【００５１】
　また硬度の低いプレスロールを用いた比較例２では毛羽を押えるための面圧が足りず、
毛羽立ちを押えることができない。また、毛羽を抑えるためにライン速度を落としたが樹
脂化が進行するため引裂強力が低くなっている。
【００５２】
　前述した通り、本手法では弾性ロールを使用するため、カレンダー加工時に不織布の幅
方向に均一に圧力がかかっている。そのため、本手法で作製した不織布は幅方向で均一な
通気性を有するという特徴を持っている。実施例３と比較例１を比較すると、実施例にお
いては通気抵抗のばらつきが小さいことが確認でき、均一な通気性を有していることが確
認できる。
【００５３】
　比較例３は中間層の熱可塑性極細繊維層を設けなかった例であるが、引裂強力は高いが
引張強力が著しく低い。中間層の熱可塑性極細繊維が高い引張強力を発現させるためには
必要であることがわかる。
【産業上の利用可能性】
【００５４】
　本発明の積層不織布は高い引張強力のみでなく高い引裂き強力を必要とする分野、また
、表面平滑性が要求される分野に好適に利用できる。例えば、ハウスラップ、壁材、屋根
下材等の建築用資材、防音材や吸音材、食品フィルター、エアフィルター、液体フィルタ
ー、掃除機フィルター、メンブレン支持体、分離膜支持体などのフィルター用材料、フィ
ルター資材をはじめとする産業用資材や農業資材、保護衣、使い捨てオムツ、滅菌ラップ
、医療用フィルター等の衛生・医療資材、包装材料、乾燥剤包材、懐炉包材、粘着性を有
するテープ基材、ダウン押え、靴材などの生活製品資材、エレクトロニクス分野などの電
子材料などに好適に利用できる。
【符号の説明】
【００５５】
　１　　表面側の繊維群
　２　　内部側の繊維群
　３　　熱可塑性長繊維
　４　　熱可塑性極細繊維
　５　　外層
　６　　中間層
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